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(54)【発明の名称】 平面蛍光管およびそれを用いた表示装置

(57)【要約】
【課題】  液晶表示パネルの裏面側に平面蛍光管が配置
された液晶表示装置において、装置全体の左右方向のサ
イズを小さくする。
【解決手段】  平面蛍光管１１は左右非対称な形状とな
っている。すなわち、第１に、ガラス枠１４の左辺部１
４ａの幅は右辺部１４ｂの幅よりもある程度小さくなっ
ている。第２に、一対の放電電極１５、１６のうち左側
の放電電極１５は平板状のものからなり、右側の放電電
極１６はホロー構造のものからなっている。そして、平
面蛍光管１１は、その発光領域１７と液晶表示パネル１
の表示領域６との中心を一致した状態で、液晶表示パネ
ル１の裏面側に配置されている。この状態では、平面蛍
光管１１の左右辺は液晶表示パネル１の左右辺から共に
食み出ず、一致している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  相対向する面にそれぞれ蛍光体が設けら
れた２枚のガラス板がガラス枠を介して貼り合わされ、
その内部の左右方向の一方側にホロー構造の放電電極が
設けられ、他方側に平板状の放電電極が設けられている
ことを特徴とする平面蛍光管。
【請求項２】  請求項１に記載の発明において、前記ガ
ラス枠の外側面から発光領域までの長さは、前記ホロー
構造の放電電極が配置された側の方が前記平板状の放電
電極が配置された側よりも大きくなっていることを特徴
とする平面蛍光管。
【請求項３】  請求項１または２に記載の発明におい
て、前記ガラス枠の左右辺部の幅は互いに異なっている
ことを特徴とする平面蛍光管。
【請求項４】  請求項３に記載の発明において、前記ホ
ロー構造の放電電極は前記ガラス枠の左右辺部のうち幅
広側に配置され、前記平板状の放電電極は幅狭側に配置
されていることを特徴とする平面蛍光管。
【請求項５】  請求項１～４のいずれかに記載の発明に
おいて、前記ホロー構造の放電電極に一定値の負電圧を
印加し、前記平板状の放電電極に正のパルス電圧を印加
することを特徴とする平面蛍光管。
【請求項６】  表示パネルの裏面側に平面蛍光管が配置
された表示装置において、前記平面蛍光管は、相対向す
る面にそれぞれ蛍光体が設けられた２枚のガラス板がガ
ラス枠を介して貼り合わされ、その内部の左右方向の一
方側にホロー構造の放電電極が設けられ、他方側に平板
状の放電電極が設けられたものからなることを特徴とす
る表示装置。
【請求項７】  請求項６に記載の発明において、前記ガ
ラス枠の外側面から発光領域までの長さは、前記ホロー
構造の放電電極が配置された側の方が前記平板状の放電
電極が配置された側よりも大きくなっていることを特徴
とする表示装置。
【請求項８】  請求項６または７に記載の発明におい
て、前記平面蛍光管の前記ガラス枠の左右辺部の幅は互
いに異なっていることを特徴とする表示装置。
【請求項９】  請求項８に記載の発明において、前記平
面蛍光管の前記ホロー構造の放電電極は前記ガラス枠の
左右辺部のうち幅広側に配置され、前記平板状の放電電
極は幅狭側に配置されていることを特徴とする表示装
置。
【請求項１０】  請求項９に記載の発明において、前記
表示パネルの左右方向の一方の辺部にドライバチップが
搭載され、前記平面蛍光管の前記ホロー構造の放電電極
は前記表示パネルの左右方向の一方の辺部側に配置さ
れ、前記平板状の放電電極は前記表示パネルの左右方向
の他方の辺部側に配置されていることを特徴とする表示
装置。
【請求項１１】  請求項１０に記載の発明において、前
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記平面蛍光管の左右方向のサイズは、当該平面蛍光管の
発光領域と前記表示パネルの表示領域との中心を一致さ
せた状態で、当該平面蛍光管の左右辺が前記表示パネル
の左右辺から食み出ないサイズであることを特徴とする
表示装置。
【請求項１２】  請求項１１に記載の発明において、前
記平面蛍光管の左右方向のサイズは前記表示パネルの左
右方向のサイズと同じであることを特徴とする表示装
置。
【請求項１３】  請求項６～１２のいずれかに記載の発
明において、前記平面蛍光管の前記ホロー構造の放電電
極に一定値の負電圧を印加し、前記平板状の放電電極に
正のパルス電圧を印加することを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は平面蛍光管および
それを用いた表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】例えば液晶表示装置には、液晶表示パネ
ル自体が自己発光能力を有していないため、液晶表示パ
ネルの裏面側にバックライトとして平面蛍光管を配置し
たものがある。図２は従来のこのような液晶表示装置を
説明するために示すもので、上図は液晶表示パネルの平
面図を示し、下図は平面蛍光管の一部を切り欠いた平面
図を示したものである。
【０００３】液晶表示パネル１は、下ガラス電極基板２
と上ガラス電極基板３とがほぼ方形枠状のシール材（図
示せず）を介して貼り合わされ、その内部に液晶（図示
せず）が封入されたものからなっている。この場合、下
ガラス電極基板２の右辺部および下辺部は上ガラス電極
基板３から突出されている。そして。下ガラス電極基板
２の右辺側突出部２ａの上面には、走査信号を制御する
ＬＳＩ等からなるドライバチップ４が搭載され、下辺側
突出部２ｂの上面には、データ信号を制御するＬＳＩ等
からなるドライバチップ５が搭載されている。なお、一
点鎖線で囲まれた領域は表示領域６である。
【０００４】平面蛍光管１１は、下ガラス板１２と上ガ
ラス板１３とが方形状のガラス枠１４を介して貼り合わ
され、その内部の左右に一対の冷陰極型の放電電極１
５、１６が設けられたものからなっている。この場合、
下ガラス板１２と上ガラス板１３の相対向する面にはそ
れぞれ蛍光体が設けられ、この蛍光体の設けられた領域
内の一点鎖線で示す領域が発光領域１７となっている。
放電電極１５、１６は断面形状がＵ字型またはＶ字型の
ホロー構造のものからなり、その各リード片１８、１９
は、上記Ｕ字型またはＶ字型のホロー構造の放電電極１
５、１６の基底部に接合された上、ガラス枠１３の外部
に突出されている。
【０００５】次に、平面蛍光管１１の液晶表示パネル１
に対する配置関係について説明する。平面蛍光管１１の
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発光領域１７のサイズは、該発光領域１７の中心と液晶
表示パネル１の表示領域６の中心とを一致させた状態
で、表示領域６のサイズとほぼ同じかそれよりも一回り
大きいものとなっている。そして、平面蛍光管１１は、
その発光領域１７と液晶表示パネル１の表示領域６との
中心を一致した状態で、液晶表示パネル１の裏面側に配
置されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】ところで、平面蛍光管
１１は左右対称な形状となっているのに対し、液晶表示
パネル１は左右非対称な形状となっている。このため、
平面蛍光管１１を、その発光領域１７と液晶表示パネル
１の表示領域６との中心を一致させた状態で、液晶表示
パネル１の裏面側に配置すると、特に、平面蛍光管１１
の左辺部が液晶表示パネル１の左辺から食み出してしま
う。この結果、装置全体の左右方向のサイズが大きくな
ってしまうという問題があった。この発明の課題は、装
置全体の左右方向のサイズを小さくすることである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】請求項１に記載の発明に
係る平面蛍光管は、相対向する面にそれぞれ蛍光体が設
けられた２枚のガラス板をガラス枠を介して貼り合わ
せ、その内部の左右方向の一方側にホロー構造の放電電
極を設け、他方側に平板状の放電電極を設けたものであ
る。請求項２に記載の発明に係る平面蛍光管は、請求項
１に記載の発明において、前記ガラス枠の外側面から発
光領域までの長さを、前記ホロー構造の放電電極が配置
された側の方が前記平板状の放電電極が配置された側よ
りも大きくなるようにしたものである。請求項３に記載
の発明に係る平面蛍光管は、請求項１または２に記載の
発明において、前記ガラス枠の左右辺部の幅を互いに異
ならせたものである。請求項４に記載の発明に係る平面
蛍光管は、請求項３に記載の発明において、前記ホロー
構造の放電電極を前記ガラス枠の左右辺部のうち幅広側
に配置し、前記平板状の放電電極を幅狭側に配置したも
のである。請求項５に記載の発明に係る平面蛍光管は、
請求項１～４のいずれかに記載の発明において、前記ホ
ロー構造の放電電極に一定値の負電圧を印加し、前記平
板状の放電電極に正のパルス電圧を印加するようにした
ものである。請求項６に記載の発明に係る表示装置は、
表示パネルの裏面側に平面蛍光管が配置された表示装置
において、前記平面蛍光管として、相対向する面にそれ
ぞれ蛍光体が設けられた２枚のガラス板がガラス枠を介
して貼り合わされ、その内部の左右方向の一方側にホロ
ー構造の放電電極が設けられ、他方側に平板状の放電電
極が設けられたものを用いるようにしたものである。請
求項７に記載の発明に係る表示装置は、請求項６に記載
の発明において、前記ガラス枠の外側面から発光領域ま
での長さを、前記ホロー構造の放電電極が配置された側
の方が前記平板状の放電電極が配置された側よりも大き
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くなるようにしたものである。請求項８に記載の発明に
係る表示装置は、請求項６または７に記載の発明におい
て、前記平面蛍光管の前記ガラス枠の左右辺部の幅を互
いに異ならせたものである。請求項９に記載の発明に係
る表示装置は、請求項８に記載の発明において、前記平
面蛍光管の前記ホロー構造の放電電極を前記ガラス枠の
左右辺部のうち幅広側に配置し、前記平板状の放電電極
を幅狭側に配置したものである。請求項１０に記載の発
明に係る表示装置は、請求項９に記載の発明において、
前記表示パネルの左右方向の一方の辺部にドライバチッ
プが搭載され、前記平面蛍光管の前記ホロー構造の放電
電極を前記表示パネルの左右方向の一方の辺部側に配置
し、前記平板状の放電電極を前記表示パネルの左右方向
の他方の辺部側に配置したものである。請求項１１に記
載の発明に係る表示装置は、請求項１０に記載の発明に
おいて、前記平面蛍光管の左右方向のサイズを、当該平
面蛍光管の発光領域と前記表示パネルの表示領域との中
心を一致させた状態で、当該平面蛍光管の左右辺が前記
表示パネルの左右辺から食み出ないサイズとしたもので
ある。請求項１２に記載の発明に係る表示装置は、請求
項１１に記載の発明において、前記平面蛍光管の左右方
向のサイズを前記表示パネルの左右方向のサイズと同じ
としたものである。請求項１３に記載の発明に係る表示
装置は、請求項６～１２のいずれかに記載の発明におい
て、前記平面蛍光管の前記ホロー構造の放電電極に一定
値の負電圧を印加し、前記平板状の放電電極に正のパル
ス電圧を印加するようにしたものである。そして、請求
項１または６に記載の発明によれば、平面蛍光管の一対
の放電電極のうち一方をホロー構造の放電電極とし、他
方を平板状の放電電極としているので、一対の放電電極
を共にホロー構造の放電電極とした場合と比較して、装
置全体の左右方向のサイズを小さくすることができる。
この場合、請求項３または８に記載の発明の如く、平面
蛍光管のガラス枠の左右辺部の幅を互いに異ならせれ
ば、装置全体の左右方向のサイズをより一層小さくする
ことができる。また、請求項１１に記載の発明の如く、
平面蛍光管の左右方向のサイズを、当該平面蛍光管の発
光領域と表示パネルの表示領域との中心を一致させた状
態で、当該平面蛍光管の左右辺が表示パネルの左右辺か
ら食み出ないサイズとすれば、装置全体の左右方向のサ
イズを表示パネルの左右方向のサイズと同じとすること
ができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】図１はこの発明の一実施形態にお
ける液晶表示装置を説明するために示すもので、上図は
液晶表示パネルの平面図を示し、下図は平面蛍光管の一
部を切り欠いた平面図を示したものである。この図にお
いて、図２と同一名称部分には同一の符号を付し、その
説明を適宜省略する。この液晶表示装置における液晶表
示パネル１は、図２に示す従来の場合と同じ構造となっ
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ている。
【０００９】平面蛍光管１１は、図２に示す従来の場合
と異なり、左右非対称な形状となっている。すなわち、
第１に、ガラス枠１４の左辺部１４ａの幅は右辺部１４
ｂの幅よりもある程度小さくなっている。第２に、一対
の放電電極１５、１６のうち左側の放電電極１５は平板
状のものからなり、右側の放電電極１６はホロー構造の
ものからなっている。ホロー構造を有する右側の放電電
極１６は、基底部から発光領域１７までの長さ、すなわ
ち非発光領域の長さが長い。これに対し、平板状の左側
の放電電極１５は電極面から発光領域１７までの長さ、
すなわち非発光領域の長さが短い。
【００１０】この結果、図１に図示される如く、この構
造の平面蛍光管１１は、その左側部から発光領域１７の
左側縁までの距離が右側部から発光領域１７の右側縁ま
での距離よりも短いものとなる。そのため、平面蛍光管
１１の発光領域１７は、該発光領域１７の中心と液晶表
示パネル１の表示領域６の中心とを一致させた状態で、
表示領域６のサイズとほぼ同じかそれよりも一回り大き
いものでありながら、平面蛍光管１１の左右方向のサイ
ズは液晶表示パネル１の左右方向のサイズと同じ程度か
それ以下となっている。
【００１１】このように、平面蛍光管１１は、その発光
領域１７と液晶表示パネル１の表示領域６との中心を一
致した状態で、液晶表示パネル１の裏面側に配置されて
いる。この状態では、平面蛍光管１１の左右辺は液晶表
示パネル１の左右辺から共に食み出ず、一致している。
したがって、装置全体の左右方向のサイズを小さくする
ことができ、特に、この場合、液晶表示パネル１の左右
方向のサイズと同じとすることができる。
【００１２】ところで、ガラス枠１４の幅を全体的に、
上記実施形態における左辺部１４ａの幅とした場合、平
面蛍光管１１の耐圧が著しく低下し、実用に耐えること
ができなくなってしまう。これに対し、上記実施形態の
如く、ガラス枠１４の左辺部１４ａのみの幅をある程度
小さくした場合には、残りの３辺部からなるほぼコ字状
部で耐圧を十分に確保することができ、したがって実用
に十分に耐えることができる。
【００１３】なお、ガラス枠１４の左辺部１４ａの幅を
右辺部１２ｂの幅と同じとしてもよい。このようにした
場合には、装置全体の左右方向のサイズが液晶表示パネ
ル１の左右方向のサイズよりもやや大きくなるが、左側
の放電電極１５として平板状のものを用いているので、
装置全体の左右方向のサイズを図２に示す従来の場合よ
りも小さくすることができる。
【００１４】ところで、蛍光管は平面蛍光管に限らず、
一般的に、低温下で使用したり長期間使用したりする
と、電極近傍にスパッタによる黒化が発生してしまう。
この場合、電極近傍に発生するスパッタは、主として正*

6
*電位に帯電した水銀イオンが負電位の電極と衝突したと
きに生じるイオン衝撃によるものであり、負電位の電極
近傍により多く発生する。
【００１５】そこで、上記実施形態では、ホロー構造の
放電電極１６に一定値の負電圧を印加し、平板状の放電
電極１５に正のパルス電圧を印加する。すると、ホロー
構造の放電電極１６の近傍でスパッタが発生し、当該放
電電極１６の近傍に黒化が発生する。この場合、図１に
示すように、ホロー構造の放電電極１６と発光領域１７
との間隔を平板状の放電電極１５と発光領域１７との間
隔よりも大きくしておくと、黒化の発生する箇所が液晶
表示パネル１の走査信号制御用のドライバチップ４側と
なり、液晶表示パネル１の表示領域６に影響を与えない
ようにすることができる。
【００１６】
【発明の効果】以上説明したように、請求項１または６
に記載の発明によれば、平面蛍光管の一対の放電電極の
うち一方をホロー構造の放電電極とし、他方を平板状の
放電電極としているので、一対の放電電極を共にホロー
構造の放電電極とした場合と比較して、装置全体の左右
方向のサイズを小さくすることができる。この場合、請
求項３または８に記載の発明の如く、平面蛍光管のガラ
ス枠の左右辺部の幅を互いに異ならせれば、装置全体の
左右方向のサイズをより一層小さくすることができる。
また、請求項１１に記載の発明の如く、平面蛍光管の左
右方向のサイズを、当該平面蛍光管の発光領域と表示パ
ネルの表示領域との中心を一致させた状態で、当該平面
蛍光管の左右辺が表示パネルの左右辺から食み出ないサ
イズとすれば、装置全体の左右方向のサイズを表示パネ
ルの左右方向のサイズと同じとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態における液晶表示装置を
説明するために示すもので、上図は液晶表示パネルの平
面図、下図は平面蛍光管の一部を切り欠いた平面図。
【図２】従来の液晶表示装置を説明するために示すもの
で、上図は液晶表示パネルの平面図、下図は平面蛍光管
の一部を切り欠いた平面図。
【符号の説明】
１  液晶表示パネル
２  下ガラス電極基板
３  上ガラス電極基板
４、５  ドライバチップ
６  表示領域
１１  平面蛍光管
１２  下ガラス板
１３  上ガラス板
１４  ガラス枠
１５、１６  放電電極
１７  発光領域
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